
今
号
で
は
、
前
の
号
に
引
き
続
き
、
若
い
世
代
に
新
聞
紙
上
を
通
じ
、
訴
え

続
け
ら
れ
て
き
た
戦
争
体
験
者
の
新
聞
投
稿
を
転
載
し
ま
す
。

西
京
の

動
き

戦争を知らない若い世代の
交流のひろば

祖
父
と
父
は
戦
前
�
旧
満
州

�
中
国
東
北
部
�
へ
の
権
益
拡

大
の
国
策
で
作
ら
れ
た
南
満
州

鉄
道
�
満
鉄
�
の
社
員
だ
�
た
�

私
は
旧
満
州
国
と
関
東
軍
と
満

鉄
が
中
国
侵
略
を
進
め
る
中
で

成
長
し
た
�
日
本
の
子
ど
も
は

天
皇
の
命
令
一
つ
で
死
ぬ
よ
う

に
育
て
ら
れ
�
命
は
自
分
の
も

の
で
は
な
く
�
死
ね
ば
靖
国
神

社
の
神
と
化
す
と
教
え
ら
れ
た
�

命
令
さ
れ
て
死
ぬ
よ
り
�
命
令

さ
れ
る
前
に
命
を
捧
げ
る
忠
義

が
美
し
い
と
感
じ
た
私
は
中
学

生
の
時
�
海
軍
飛
行
予
科
練
習

生(

予
科
練
�
に
志
願
し
た。

西
京
区
在
住

加
藤
敦
美

八
十
五
歳

そ
れ
は
特
攻
隊
へ
の
道
だ
�
た
�

郷
里
の
神
社
で
あ
�
た
入
隊
者
を

送
る
神
事
を
覚
え
て
い
る
�
私
た

ち
は
既
に
靖
国
の
神
に
な
�
た
か

の
よ
う
に
扱
わ
れ
�
周
り
か
ら
隔

離
さ
れ
た
�
入
隊
す
る
と
�
上
官

に
さ
ん
ざ
ん
な
ぐ
ら
れ
罵
倒
さ
れ
�

心
も
思
想
も
な
く
し
�
私
は
人
間

で
は
な
く
な
�
た
�
消
耗
品
だ
�

た
�
二
等
兵
は
�
犬
に
も
劣
る
�

と
さ
れ
た
�
訓
練
中
に
敗
戦
を
迎

え
た
�

最
近
�
映
画
化
も
さ
れ
た
�
永

遠
の
０
�
と
い
う
本
を
読
ん
だ
�

消
耗
品
だ
�
た
私
た
ち
を
立
派
と

ほ
め
て
い
る
と
思
�
た
�
か
�
て

の
国
家
神
道
の
中
心
施
設
で
�
Ａ

級
戦
犯
を
合
祀
す
る
靖
国
を
参
拝

し
�
英
霊
に
哀
悼
の
誠
を
捧
げ
る

と
言
�
た
安
倍
晋
三
首
相
の
論
理

と
同
じ
と
感
じ
た
�

心
も
思
想
も
な
く
し
た
予
科
練

私
は
予
科
練
時
代
を

呼
び
覚
ま
さ
れ
�
ぞ

�
と
し
た
�
老
い
た

私
た
ち
に
代
わ
り
�

ま
た
若
い
人
た
ち
が

戦
場
に
連
れ
込
ま
れ

よ
う
と
し
て
い
る
�

私
は
必
死
で
願
う
�

行
く
な
�
言
�
て
は

な
ら
ぬ
�
地
獄
だ
ぞ
！

安倍九条改憲 NO！３０００万署名の到達

西京九条の会で 2809筆
第 2次集約（4／25現在）

京都全体では、21万筆（５/３付）

全国では 1350万筆（四月末時点）

安倍内閣のウソ、デタラメを暴く

憲法に自衛隊を明記するだけで何も変わらな

いとアベ政権はいつもの「ウソ」を言います。

何も変わらないなら、憲法を変える必要は

ありません。いまでも多くの国民は自衛隊を

認めているのです。

ナチスの全権委任法と変わらない｢緊急事

態条項｣など書き入れれば戦前のような自由

も権利も奪われた悲惨な生活にもどされるか

も分かりません。

死ぬまで働かせる「高度プロフェッショナ

ル制度」や正社員の労働条件を下げて、非正

規と同じという｢同一労働･同一賃金｣と国民

の貧困化を進めます。

こんな安倍政権はやめさせましょう。

＝＝西京の動き＝＝



「

安
倍
九
条
改
憲
」
国
会
発
議
を

さ
せ
な
い
３
０
０
０
万
署
名
を

５
月
３
日

円
山
集
会
に
３
千
人

山
本
和
嘉
子
衆
議
員

（
立
民
）
泉
健
太
（
希

望
）
井
上
哲
士
（
共
）

桂
川
悟
（
社
民
）
池
内

光
宏
（
新
社
）
長
谷
川

羽
衣
子
（
緑
）
各
氏
が

登
壇
。
福
山
哲
郎
氏
・

民
進
・
自
由
が
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
寄
せ
、
８
会
派
が

憲
法
九
条
を
守
っ
て
い

こ
う
と
熱
気
あ
ふ
れ
る

集
会
に
な
り
ま
し
た
。

感
銘
与
え
た
池
田
香
代
子
さ
ん

（
ド
イ
ツ
文
学
翻
訳
家
）
の
講
演

憲
法
を
逆
読
み
す
る
と
戦
前
が
見
え
る

誤
り
を
正
し
た
の
が

今
の
憲
法
。

「
日
本
を
取
り
戻
す
」

と
安
倍
さ
ん
は
言
う
が
、

逆
戻
り
は
さ
せ
な
い
。

戦
前
は
、
こ
ん
な
時
代
だ
っ
た

○

政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
戦
争
の
惨
禍

を
引
き
起
こ
し
た
（
前
文
）

○

大
日
本
帝
国
は
万
世
一
系
の
天
皇
之

を
統
治
す
（
大
日
本
帝
国
憲
法
第
1
条
）

○

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
武
力
に
よ

る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
を
行
う
こ

と
が
で
き
た
（
9
条
）

○

国
民
は
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享

有
を
妨
げ
ら
れ
た
（
11
条
）

○

個
人
の
尊
厳
を
尊
重
さ
れ
な
か
っ
た

（
13
条
）

○

全
て
の
国
民
は
法
の
下
の
平
等
は
無

く
人
種
・
信
条
・
性
別
・
社
会
的
身
分

ま
た
は
門
地
に
よ
り
差
別
さ
れ
た
。

（
14
条
）

○

公
務
員
を
選
定
し
こ
れ
を
罷
免
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
公
務
員
は
全
体
の

奉
仕
者
で
は
な
く
一
部
の
奉
仕
者
で

あ
っ
た
。
（
15
条
）

○

何
人
も
奴
隷
的
拘
束
を
う
け
意
に
反

す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
た
。
（
18
条
）

○

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
侵
し
て
も

良
か
っ
た
。
（
19
条
）

○

信
教
の
自
由
は
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
20
条
）

○

集
会
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他

一
切
の
表
現
の
自
由
は
保
障
さ
れ
な
か
っ

た
。検

閲
は
し
て
も
よ
か
っ
た
（
21
条
）

○

婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い

て
成
立
し
な
か
っ
た
（
24
条
）

○

す
べ
て
の
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有

し
な
か
っ
た
。
（
25
条
）

○

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑

罰
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
36
条
）

戦
前
の
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
現
憲
法

西京九条の会も登壇して訴えました。

国
民
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た

戦
前
で
し
た
。

安
倍
総
理
が
改
憲
を
あ
き

ら
め
る
よ
う
憲
法
九
条
守
る

全
国
統
一
の
三
〇
〇
〇
万
署

名
に
御
協
力
く
だ
さ
い
。


